
【法務委員会】

　（１）審議概観

　第136回国会において本委員会に付託された法律案は、内閣提出５件、衆議

院議員提出１件の計６件であり、すべて可決した。

　また、付託請願は13種類282件で、うち２種類41件を採択した。

　〔法律案の審査〕

　参議院先議で提出された証人等の被害についての給付に関する法律の一部を

改正する法律案は、業務上の災害を補償する各制度に介護の給付が設けられる

ことにかんがみ、刑事事件の証人等の被害についても介護給付を創設して、被

害者に対する給付の充実を図ろうとするものである。

　本案については、給付の種類と過去の支給実績、刑事司法への協力確保と補

償の物的損害への拡大、国選弁護人の補償水準等について質疑が行われた。

　裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、地方裁判所における民事訴訟

事件の適正迅速な処理を図る等のため、判事補を15人、裁判官以外の裁判所の

職員を21人それぞれ増員しようとするものである。

　我が国の裁判、とりわけ民事裁判には時間と費用がかかりすぎるというかね

てからの批判がある。その大きな要因として、事件数に対して裁判官の数が少

なすぎるという指摘が多く、裁判官等の裁判所職員は毎年少しずつ増員されて

はいる。今回の増員理由に関し、裁判所当局からは、裁判官の負担件数の軽減

を通じて審理の充実と促進を図るためのものであるが、裁判官の供給源は司法

修習生に限られるため、増員はこの規模となった旨の答弁があった。

　外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法

律案は、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士

等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に

関する規制を緩和しようとするものである。なお、本案も参議院先議であっ

た。

　外国弁護士の我が国での活動については、サービス業の自由化をめぐる貿易

摩擦解消の一環として、一定範囲に限って活動を認めることになり、昭和61年

に「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」が制定された。

しかし、その後もアメリカ等からの規制緩和要求は強く、平成６年に活動範囲

を広げる改正を行ったが、その際は、国際仲裁代理の問題はなお検討を要する

として結論を持ち越していた。今回の改正は、主要国では国際仲裁事件の手続

の代理には、代理資格や代理行為の形式に特段の制約を課していないことに合

わせたものであるが、更なる規制緩和要望への対処については、法務省は、前



回の改正法の運用や外国法制の動向を見定めたいと答えた。

　民事訴訟法は国の基本的な法律である六法の一つに数えられるが、現行法は

明治23年に制定され、大正15年に全面改正されたもので、その後70年間、基本

的に大きな改正は行われなかった。この間の社会の変化や経済の発展は著し

く、このため、現在の社会の状況に適合していない部分が生じている。法務省

は、法制審議会において平成２年から全面改正作業を開始し、本年２月の答申

を待って法案を提出した。新たな民事訴訟法案は、民事訴訟を国民に利用しや

すく、分かりやすいものにするとともに、訴訟手続を現在の社会の要請にかな

った適切なものとし、もって、適正かつ迅速な裁判の実現を図るため、手続の

改善を図るものとされ、その主な内容としては、①争点整理手続の充実、整

備、②証拠収集手続の拡充、整備、③少額訴訟手続の創設、④最高裁判所に対

する上訴制度の整備等が挙げられる。また、民事訴訟法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律案は、新たな民事訴訟法の施行に伴い、整備を要する関

係法律を一括して改正するものである。

　本案の審議において焦点となったのは、訴訟における公務秘密文書の扱いで

あった。すなわち、政府案では、証拠となる文書の提出義務の範囲をすべての

文書に拡大したが、提出義務の例外事由の存否については、私文書の判断は裁

判所が行うのに対し、公文書の秘密性の判断は監督官庁が行うことになってい

た。しかし、折から、情報公開制度の法制化の検討が進められ、また、エイズ

薬害訴訟、「もんじゅ」原発事故等において行政による情報隠しが非難を受け

ていたことも背景となって、衆議院の審議ではこの点に論議が集中した。その

結果、衆議院では、公文書の提出命令の制度については現行の民事訴訟法の規

定に戻すとともに、「行政機関の保有する情報を公開するための制度と並行し

て総合的な検討を加え、２年を目途として必要な措置を講じる」旨の規定を加

える修正が行われ、法案は本院に送付された。

　２法案の審議は、本会議でも趣旨説明、質疑が行われたが、委員会において

は、参考人の意見も聴取して審議を行った。質疑では、衆議院における修正点

をはじめ、新法案の訴訟迅速化への効果、争点整理手続の一つである弁論準備

手続の非公開性と憲法との関係、最高裁判所に対する上訴の制限の妥当性、訴

訟を実際に運営する裁判官増員の必要性等について論議が行われた。この中

で、法務省は、修正によって政府に義務付けられた検討は早期に開始し、検討

の対象には公文書とあわせて公務員の証人尋問に関する規定も含む見解を示

し、また、弁論準備手続は憲法が公開を要請している対審には当たらないとの

認識を示した。なお、民事訴訟法案について７項目の附帯決議を行った。

　バブルの崩壊以後、債権者が債務者の不動産等の強制競売を申し立てる民事

執行事件が大幅に増加しているが、こうした事件の中には、正当な権原もない



のに強制執行を妨害する悪質な事例も見られる。民事執行法の一部を改正する

法律案は、不動産競売手続において、占有者等による不当な妨害行為を適切に

排除することができるように、保全処分及び引渡命令の相手方の範囲を拡大す

る等により、競売手続の適正かつ迅速な遂行を図ろうとするものであり、衆議

院議員による議員立法として提出された。

　委員会においては、議員立法として提案された経緯と理由、執行妨害の具体

的事例、労働組合活動等正当な権利者への配慮等について質疑が行われたが、

提案者は、議員立法としたことについて、いわゆる住専処理に伴う債権保全が

急がれること、昭和54年に本法が制定された際、政府案には今回の改正案と同

様な規定が存在したのを国会で修正されたという経緯も考慮したと答弁した。

また、執行妨害に悪用されがちな民法の短期賃貸借規定の見直しについて、法

務省は、利用権と担保権の調整は難しいが、検討したいとの考えを示した。

　〔国政調査等〕

　２月22日、長尾法務大臣から所信を聴取し、同月27日、法務行政の基本方針

について質疑を行った。

　質疑の主な項目は、不法就労外国人問題、民法改正案における夫婦別氏や離

婚制度をめぐる問題、銃器犯罪対策、住宅金融専門会社の不正融資等刑事事件

の捜査状況、東京拘置所からのイラン人脱走事件と対策、会社の破産・更生手

続に要する時間と裁判所の体制、住専処理機構の債権回収体制、法務局・出入

国管理官署職員の増員の必要性、従軍慰安婦問題と国連人権委員会調査団の報

告、死刑制度等であった。

　５月７日には、予算委員会から委嘱を受けた平成８年度裁判所及び法務省予

算について審査を行った。

　質疑では、住宅金融専門会社の不良債権の処理をめぐる問題と刑事責任の捜

査状況が取り上げられ、この中で、組織犯罪対策の必要性が問われたのに対し

て、法務省は、組織犯罪が国際的にも行われ、国際的にも批判に耐える法執行

をする必要はあるので、国会の論議等も尊重しながら検討していく旨答弁し

た。このほか、当初、今国会に提案が予定されていた選択的夫婦別氏制度の導

入等を内容とする民法改正の取扱い、我が国に興行目的で入国する者の活動実

態と審査基準の適正化、公安調査庁の在り方と北朝鮮への米援助をめぐる問

題、会社の決算書類の信頼性の確保、昭和32年に生じたジラード事件への政府

の対応、国連人権委員会での我が国の対応、裁判の迅速化に対する方策等の問

題が取り上げられた。

　なお、民事訴訟法案が修正されて、公文書の取扱いが再検討されることにか

んがみ、「民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会」を設置した。



（２）委員会経過

○平成８年２月22日（木）（第１回）

　○法務及び司法行政等に関する調査を行うことを決定した。

　○法務行政の基本方針について長尾法務大臣から所信を聴いた。

　○平成８年度法務省及び裁判所関係予算について政府委員及び最高裁判所当

　　局から説明を聴いた。

○平成８年２月27日（火）（第２回）

　○法務行政の基本方針に関する件について長尾法務大臣、政府委員、労働

　　省、厚生省、大蔵省、最高裁判所及び外務省当局に対し質疑を行った。

○平成８年３月22日（金）（第３回）

　○証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

　　第27号）について長尾法務大臣から趣旨説明を聴き、同大臣、政府委員、

　　農林水産省及び最高裁判所当局に対し質疑を行った後、可決した。

　　（閣法第27号）　賛成会派　自民、平成、社民、共産、新緑、参フ

　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　　　　　　　　欠席会派　無

○平成８年３月28日（木）（第４回）

　○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（閣法第32号）（衆議院送付）

　　について長尾法務大臣から趣旨説明を聴き、同大臣、政府委員、最高裁判

　　所、厚生省、大蔵省、警察庁、外務省及び内閣官房当局に対し質疑を行っ

　　た後、可決した。

　　（閣法第32号）　賛成会派　自民、平成、社民、共産、新緑、参フ

　　　　　　　　　　反対会派　なし

　　　　　　　　　　欠席会派　無

○平成８年４月９日（火）（第５回）

　○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する

　　法律案（閣法第78号）について長尾法務大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成８年４月11日（木）（第６回）

　○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する

　　法律案（閣法第78号）について長尾法務大臣、政府委員、最高裁判所及

　　び海上保安庁当局に対し質疑を行った後、可決した。

　　（閣法第78号）　賛成会派　自民、平成、社民、共産、参フ

　　　　　　　　　　反対会派　なし



　　　　　　　　　　欠席会派　新緑、無

○平成８年５月７日（火）（第７回）

　○平成８年度一般会計予算（衆議院送付）

　　平成８年度特別会計予算（衆議院送付）

　　平成８年度政府関係機関予算（衆議院送付）

　　（裁判所所管及び法務省所管）について長尾法務大臣、政府委員、警察

　　庁、最高裁判所、外務省及び総理府当局に対し質疑を行った。

　　　本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成８年６月13日（木）（第８回）

　○参考人の出席を求めることを決定した。

　○民事訴訟法案（閣法第84号）（衆議院送付）

　　民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（閣法第93号）

　　（衆議院送付）

　　　以上両案について長尾法務大臣から趣旨説明を、衆議院における修正部

　　分について修正案提出者衆議院議員太田誠一君から説明を聴いた後、同

　　君、同枝野幸男君、同細川律夫君、長尾法務大臣、政府委員、最高裁判

　　所、法務省及び外務省当局に対し質疑を行った。

　○民事執行法の一部を改正する法律案（衆第４号）（衆議院提出）につ

　　いて発議者衆議院議員保岡興治君から趣旨説明を聴いた。

○平成８年６月17日（月）（第9回）

　○民事訴訟法案（閣法第84号）（衆議院送付）

　　民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（閣法第93号）

　　（衆議院送付）

　　　以上両案について以下の参考人から意見を聴いた後、各参考人に対し質

　　疑を行った。

　　　駿河台大学法学部教授・法制審議会民事訴訟法部会委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下　　守夫君

　　　日本弁護士連合会副会長　　　　　　　　　　　中務　嗣治郎君

　　　読売新聞社編集局解説部次長　　　　　　　　　鶴岡　　憲一君

　　　弁護士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　　　修君

○平成８年６月18日（火）（第10回）

　○民事訴訟法案（閣法第84号）（衆議院送付）

　　民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（閣法第93号）

　　（衆議院送付）



　　以上両案について長尾法務大臣、政府委員、最高裁判所及び警察庁当局

　に対し質疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

　（閣法第84号）　賛成会派　自民、社民、参フ、無

　　　　　　　　　反対会派　平成、共産、新緑

　　　　　　　　　欠席会派　無

　（閣法第93号）　賛成会派　自民、社民、参フ、無

　　　　　　　　　反対会派　平成、共産、新緑

　　　　　　　　　欠席会派　無

　　なお、民事訴訟法案（閣法第84号）（衆議院送付）について附帯決

　議を行った。

○民事執行法の一部を改正する法律案（衆第４号）（衆議院提出）につ

　いて発議者衆議院議員保岡興治君、同永井哲男君、同錦織淳君、政府委員

　及び最高裁判所当局に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

　（衆第４号）　賛成会派　自民、平成、社民、新緑、参フ、無

　　　　　　　　　反対会派　共産

　　　　　　　　　欠席会派　無

　　なお、附帯決議を行った。

○民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会を設置することを決定し

　た後、小委員及び小委員長の選任については委員長に一任することに決定

　した。

　　なお、小委員及び小委員長の変更の件並びに小委員会における参考人の

　出席要求の件については委員長に一任することに決定した。

○請願第1552号外40件は、採択すべきものにして、内閣に送付するを要する

　ものと審査決定し、第331号外240件を審査した。

○法務及び司法行政等に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定

　した。

○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

（3）成立議案の要旨・附帯決議

　証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

　第27号）（先議）

　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、業務災害補償各制度に介護給付が設けられたことにかんがみ、

証人等の被害についての給付の充実を図るため、本給付制度においても介護給

付を創設しようとするものである。



　　　　　裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（閣法第32号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所

の職員の員数を増加しようとするものであり、その内容は次のとおりである。

１　判事補の員数を15人増加し、659人に改める。

２　裁判官以外の裁判所の職員の員数を21人増加し、２万1,571人に改める。

３　この法律は、平成８年４月１日から施行する。

　外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する

　法律案（閣法第78号）（先議）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地

とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理するこ

とができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措

置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

１　国際仲裁事件を、国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であって、当

　事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者

　であるものと定義する。

２　外国法事務弁護士は、国際仲裁事件の手続についての代理を行うことがで

　きるものとする。

３　外国で法律事務を行う業務に従事している外国弁護士は、その外国で依頼

　され又は受任した国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができるも

　のとする。

４　この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

　定める日から施行する。

　　　　　　　　　　　　民事訴訟法案（閣法第84号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、民事訴訟を国民に利用しやすく、分かりやすいものとするとと

もに、訴訟手続を現在の社会の要請にかなった適切なものとし、もって適正か

つ迅速な裁判の実現を図るため、新たに民事訴訟に関する手続の基本法を制定

して手続の改善を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりであ

る。

１　争点整理手続の充実、整備

　　事件の争点を早期に明確にして、適正かつ迅速な裁判を実現するために、

　争点及び証拠を整理するための手続として、準備的口頭弁論、弁論準備手



　続、書面による準備手続の各手続を設け、事案の内容等に応じて適切な手続

　を選択することができるようにするとともに、その内容を充実する等の整備

　を図る。

２　証拠収集手続の拡充、整備

　　当事者が充実した審理に向けて十分な準備をするために、文書提出命令に

　ついてその対象となる文書を拡張し、手続を整備するともに、当事者が主張

　又は立証を準備するために必要な情報を直接相手方から取得することができ

　るようにする、当事者照会制度を設けるなどして、証拠収集手続を充実す

　る。

３　少額訴訟手続の創設

　　30万円以下の金銭の支払を求める事件について、原則として１回の期日で

　審理を終え、直ちに判決の言渡しをすること等を内容とする特別の訴訟手続

　を創設し、訴額に見合った経済的負担で迅速な解決を得られるようにする。

４　最高裁判所に対する上訴制度の整備

　　最高裁判所に対する上告について、上告受理の制度を導入し、最高裁判所

　は、法令の解釈に関する重要な事項を含まない事件については、決定で、上

　告を受理しないことができるようにするなどして、最高裁判所が憲法判断及

　び法令の解釈の統一という重大な責務を十分に果たすことができるようにす

　る。

５　その他

　　その他所要の実質改正を行うとともに、現行の民事訴訟手続に関する規定

　の全文を、平仮名、口語体の表記による現代語文に改める。

６　施行日

　　この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

　定める日から施行する。

　なお、本法律案については、衆議院において、公務員又は公務員であった者

がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度

については、現行の民事訴訟法のとおりとするとともに、行政機関の保有する

情報を公開するための制度と並行して総合的な検討を加え、この法律の公布後

２年を目途として必要な措置を講じる修正が行われた。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

１　政府は、附則第27条の検討を速やかに開始し、公文書についても、文書提

　出を一般義務化し、不合理な官民格差を生じない方向で、早期に成案を得る

　よう努めるべきである。

２　政府は、附則第27条の検討に当たっては、公務秘密文書に関して、その秘

　密の要件、判断権及び審理方式について、司法権を尊重する立場から検討を



　加えるべきである。

３　政府は、附則第27条の検討に当たっては、公務員の証人尋問についても、

　あわせて検討を加えるべきである。

４　政府は、前２項の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見

　が十分反映されるように格段の配慮をすべきである。

５　政府及び最高裁判所は、民事訴訟が国民に利用しやすく、分かりやすいも

　のとなるように、制度の周知徹底を図るとともに、少額訴訟手続の教示制度

　を充実させることに努めるべきである。

６　政府は、民事訴訟が国民に利用しやすいものとなるように、訴訟費用制度

　の全般的な見直しを検討すべきである。

７　政府及び最高裁判所は、裁判事務の適正迅速な処理を図るため、事件動向

　等を踏まえた上で、裁判所の人的・物的態勢の拡充・整備をすることについ

　て特段の努力をすべきである。

　右決議する。

　民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案（閣法第93号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、新たな民事訴訟法の施行に伴い、民法ほか43の関係法律につい

て、規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであ

る。

　なお、本法律案は、衆議院において、民事訴訟法案の修正に伴い所要の規定

の整備を行なう修正が行なわれた。

　　　　　　　民事執行法の一部を改正する法律案（衆第４号）

　　　　　　　　　　　　　　　　【要　旨】

　本法律案は、不動産競売手続において、占有者等の不当な妨害行為により、

競売手続の円滑な遂行に支障が生じている現状にかんがみ、保全処分及び引渡

命令の相手方の範囲の拡大等により不当な妨害行為を適切に排除することがで

きるようにして、競売手続のより適正かつ迅速な遂行を図ろうとするものであ

り、その主な内容は次のとおりである。

１　売却のための保全処分及び最高価買受申出人又は買受人のための保全処分

　の相手方を債務者のほか、不動産の占有者にまで拡大する。

２　売却のための保全処分を命ずる場合において、特別の事情があるときは、

　直ちに執行官保管命令を発することができるものとする。

３　売却のための保全処分及び最高価買受申出人又は買受人のための保全処分

　を命ずる場合において、裁判所が必要があると認めるときは、労働組合運動



　その他正当な活動をする者などの権利主張の機会を確保するため、審尋を行

　うことを明確化する。

４　引渡命令の相手方を、事件の記録上買受人に対抗することができる権原に

　より占有していると認められる者を除く不動産の占有者にまで拡大する。

５　不動産に対する担保権の実行としての競売の開始決定がされる前に、特に

　必要があるときは、売却のための保全処分を命ずることができるものとす

　る。

６　この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

　定める日から施行するものとし、施行に伴う経過措置等所要の規定を整備す

　る。

７　政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規

　定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について

　検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　【附帯決議】

　本法の施行に当たっては、労働組合運動その他正当な活動を阻害することが

ないよう十分配慮されたい。

　右決議する。
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